
議

案

第

四

十

二

号

 

 
 

 

港

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

二

年

六

月

九

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者

 

港

区

長

 
 

武

 

井

 

雅

 

昭

 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

港

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

一

年

港

区

条

例

第

三

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「

第

五

章

 

生

活

環

境

影

響

調

査

結

果

の

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第

六

章

 

雑

則

（

第

六

十

六

条

―

第

七

 

縦

覧

等

（

第

六

十

五

条

の

二

―

第

六

十

五

条

の

七

）
 

十

一

条

）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 

 

第

六

章

を

第

七

章

と

し

、

第

五

章

を

第

六

章

と

し

、

第

四

章

の

次

に

次

の

一

章

を

加

え

る

。

 

第

五

章

 

生

活

環

境

影

響

調

査

結

果

の

縦

覧

等

 

（

縦

覧

等

の

対

象

施

設

）

 

 

目

次

中

「

第

五

章

 

雑

則

（

第

六

十

六

条

―

第

七

十

一

条

）

」

を

 

 
に

、

「

第

六

章

」

を

「

第

七

章

」

に

改

め

る

。

 



第

六

十

五

条

の

二

 

法

第

九

条

の

三

第

二

項

（

同

条

第

八

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

）

 
の

規

定

に

よ

る

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

調

査

（

以

下

「

生

活

環

境

影

響

調

査

」

と

い

う

。

）

の

結

果

を

記

載

し

た

書

類

（

以

下

「

調

査

書

」

と

い

う

。

）

の

公

衆

へ

の

縦

覧

及

び

生

活

環

境

の

保

全

上

の

見

地

か

ら

の

意

見

書

（

以

下

「

意

見

書

」

と

い

う

。

）

の

提

出

の

対

象

と

な

る

一

般

廃

棄

物

処

理

施

設

（

以

下

「

対

象

施

 

設

」

と

い

う

。

）

は

、

政

令

第

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

ご

み

処

理

施

設

と

す

る

。

 

（

縦

覧

等

の

告

示

）

 

第

六

十

五

条

の

三

 

区

長

は

、

法

第

九

条

の

三

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

調

査

書

を

公

衆

の

縦

覧

に

供

し

、

意

見

 

書

を

提

出

す

る

機

会

を

付

与

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

区

規

則

で

定

め

る

事

項

を

告

示

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

調

査

書

の

縦

覧

の

場

所

及

び

期

間

）

 

第

六

十

五

条

の

四

 

調

査

書

の

縦

覧

の

場

所

は

、

前

条

の

規

定

に

よ

る

告

示

に

お

い

て

指

定

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

調

査

書

の

縦

覧

の

期

間

は

、

前

条

の

規

定

に

よ

る

告

示

の

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

三

十

日

間

と

す

る

。

 

（

意

見

書

の

提

出

先

及

び

提

出

期

限

）

 

第

六

十

五

条

の

五

 

意

見

書

の

提

出

先

は

、

第

六

十

五

条

の

三

の

規

定

に

よ

る

告

示

に

お

い

て

指

定

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

意

見

書

の

提

出

期

限

は

、

第

六

十

五

条

の

三

の

規

定

に

よ

る

告

示

の

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

四

十

五

日

 

を

経

過

す

る

日

と

す

る

。

 

（

環

境

影

響

評

価

と

の

関

係

）

 



第

六

十

五

条

の

六

 

対

象

施

設

の

設

置

又

は

変

更

に

関

し

、

環

境

影

響

評

価

法

（

平

成

九

年

法

律

第

八

十

一

号

）

 
又

は

東

京

都

環

境

影

響

評

価

条

例

（

昭

和

五

十

五

年

東

京

都

条

例

第

九

十

六

号

）

に

基

づ

く

環

境

影

響

評

価

（

生

活

環

境

影

響

調

査

に

相

当

す

る

内

容

を

有

す

る

も

の

に

限

る

。

）

に

係

る

公

告

、

縦

覧

等

の

手

続

を

経

た

も

の

は

、

前

三

条

に

定

め

る

手

続

を

経

た

も

の

と

み

な

す

。

 

（

関

係

す

る

区

市

町

村

の

長

と

の

協

議

）

 

第

六

十

五

条

の

七

 
区

長

は

、

生

活

環

境

影

響

調

査

を

実

施

し

た

地

域

に

港

区

の

存

す

る

区

域

に

属

し

な

い

地

域

が

含

ま

れ

て

い

る

と

き

は

、

当

該

区

域

を

管

轄

す

る

区

市

町

村

の

長

に

調

査

書

の

写

し

を

送

付

し

、

当

該

調

査

書

の

縦

覧

及

び

意

見

書

の

提

出

の

手

続

の

実

施

に

つ

い

て

協

議

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

説

 

明

）

 

 

港

資

源

化

セ

ン

タ

ー

へ

の

新

た

な

ご

み

処

理

施

設

の

設

置

に

当

た

り

、

廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

百

三

十

七

号

）

の

規

定

に

よ

る

生

活

環

境

影

響

調

査

結

果

の

縦

覧

等

に

係

る

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


